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総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 
 

ハンセン病を正しく理解するための中学生向けパンフレット 
及び指導者向け教本の活用について 
 

日頃より、学校での人権教育の推進にご尽力賜り、厚く御礼申し上げます。 
この度、厚生労働省健康局難病対策課より、全国の中学校、義務教育学校、中等教育学校、

特別支援学校中学部に対して、別添のとおり、ハンセン病を正しく理解するための中学校向

けパンフレット及び指導者向け教本が配布されているところです。 
ハンセン病につきましては従前より、平成 13 年の内閣総理大臣談話やハンセン病問題の

解決の促進に関する法律（平成 20 年法律第 82 号）において患者・元患者等の名誉の回復

を図ることの重要性が指摘されるとともに、人権教育・啓発に関する基本計画（平成 14 年

3 月 15 日閣議決定）においても患者・元患者等に対する偏見や差別意識の解消に向けて取

組を積極的に推進することとされていること等を踏まえ、適切な教育の実施に御配慮をい

ただいてきたところであり、また、「ハンセン病に関する教育の実施について」（令和元年８

月 30日付け元初児生第 13号文部科学省初等中等教育局児童生徒課長・教育課程課長通知）

でもお伝えしたとおり、令和元年 6 月 28 日の熊本地方裁判所におけるハンセン病家族国家

賠償請求訴訟判決を政府として受け入れるに当たって閣議決定された内閣総理大臣談話に

おいて「かつて採られた施設入所政策の下で、患者・元患者の皆様のみならず、家族の方々

に対しても、社会において極めて厳しい偏見、差別が存在した」とした上で、「患者・元患

者やその家族がおかれていた境遇を踏まえた人権啓発、人権教育などの普及啓発活動の強

化に取り組みます」とされているところです。 
こうした動きを踏まえ、この度配布されたパンフレット及び指導者向け教本においては、

新たにハンセン病患者・元患者のご家族に関する記載をパンフレットの別紙として追加し、



内容の充実が図られたところです。 
各位におかれては、御多忙のところ恐縮ですが、ハンセン病に関する教育の重要性を御理

解いただき、生徒へのパンフレットの配布や、これを活用したハンセン病に対する偏見や差

別の解消のための適切な教育の実施について御配慮をお願いします。 
また、厚生労働省健康局難病対策課から各学校に送付したパンフレットには、アンケート

も同封されておりますので、当該パンフレットの記載内容の改善を図るため、学校現場から

のご意見をいただけるよう、何卒御配慮をよろしくお願いします。 
なお、当該パンフレットは、中学生に限らずハンセン病について初めて学ぶ者にとって適

切な内容となっていることから、厚生労働省ホームページからダウンロードしていただき、

各教育委員会及び社会教育施設等が開催する社会教育の講座等においても積極的に御活用

いただければと思います。 
なお、当該パンフレットに係る問合せについては、厚生労働省健康局難病対策課ハンセン

病係にお問い合わせくださいますようお願いします。 
 
（参考）「ハンセン病の向こう側」（厚生労働省ホームページ） 

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0131-5.html 
 

【本件担当】                     
＜初等中等教育（人権教育）に関すること＞      
初等中等教育局児童生徒課指導調査係        
電話 ０３－５２５３－４１１１（内線３２９１）  

 
＜初等中等教育（学習指導要領）に関すること＞    
初等中等教育局教育課程課教育課程総括係      
電話 ０３－５２５３－４１１１（内線２０７３）  

 
＜社会教育に関すること＞             
総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課 

共生社会学習企画係 
電話：０３-５２５３-４１１１（内線３２７６） 

 
 








